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1 R7.7.23 R7.8.6

３つの捏造トラブル問題によ
り請求人が令和６年９月４日
付で違法かつ不当な懲戒免職
処分を受けた事案に関して、
請求人が令和７年７月１７日
の来庁時に「自身のパワハラ
被害報告書（証拠資料付き）
提出に対して何の反論も展開
しなかったにもかかわらず、
『全く反省していない』こと
を理由として一方的に処分に
科した都庁の判断等の根拠」
を追及した際に、不誠実極ま
りない対応を繰り返した総務
局人事部職員を擁護した挙句
に、当該不誠実極まりない対
応を批判した請求人に逆切れ
して威圧的な対応を行った会
計管理局人事担当職員の暴言
非行行為の「正当性」の説明
根拠となる全ての公文書（規
程・手引きなど）

1

本件請求の内容は、特定の個人に対する対応状況等
といった個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別することができるようになる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別す
ることはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであり、東
京都情報公開条例第７条第２号の不開示情報に該当
する。
また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係
る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請
求内容に記載されている特定の個人に対する対応状
況等の様態といった、同条例第７条第２号に該当す
る不開示情報を開示することとなるため、同条例第
１０条により文書の存在を明らかにしないで不開示
とする。
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